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告 示 

 

大津市告示第41号 

 公印の印影を縮小したものを印刷したので、大津市公印規則（昭和48年規則第51号）第９条第４項の規定によ

り、次のとおり告示する。   

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

職印 

公印の名称 公印番号 管 守 者 縮小した寸法 縮小したものを印刷した文書 

滋賀県大津市長之印 １ 福祉政策課長 方11ミリメートル 紙おむつ受給券（在宅寝たきり高

齢者等の利用に係るもの） 

    
紙おむつ受給券（在宅重度障害者

等の利用に係るもの） 

 

 

大津市告示第42号 

住民基本台帳法施行令（昭和42年政令第292号）第12条第１項の規定により、次の者の住民票を消除した。 

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

住  所 氏 名 生年月日 性別 消除年月日 

大津市竜が丘１番62号 増田 増三郎 昭和13年10月24日 男 令和８年２月13日 

 

 

大津市告示第43号 

 住居表示を実施した区域について、次のとおり街区の区域を変更するので、大津市住居表示に関する条例（昭

和38年条例第15号）第２条の規定により告示する。 

 なお、関係書類は、大津市役所市民部戸籍住民課に備え、一般の閲覧に供する。 

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 
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１ 区域を変更する街区 

町  名 街  区 

本堅田六丁目 ３、８ 

南志賀二丁目 14、15 

晴嵐二丁目 ５、８、９ 

瀬田三丁目 16 

２ 実施期日  令和８年３月16日 

 

 

大津市告示第44号 

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び

指定医療機関のうち廃止の届出があったものについて、次のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

Ｋ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 大津市赤尾町13番55号 令和８年１月５日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

須磨歯科医院 大津市和邇南浜169番地の６ 令和７年12月31日 

Ｋ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 大津市南郷一丁目４番９号青山ビル１階 令和８年１月４日 

 

 

大津市告示第45号 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によるものとされる生活保護法（昭和25年法律第144

号) 第55条の３の規定により、指定医療機関として新たに指定したもの及び指定医療機関のうち廃止の届出があ

ったものについて、次のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 新たに指定したもの 

名  称 所 在 地 指定年月日 

Ｋ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 大津市赤尾町13番55号 令和８年１月５日 

２ 廃止の届出があったもの 

名  称 所 在 地 廃止年月日 

須磨歯科医院 大津市和邇南浜169番地の６ 令和７年12月31日 

Ｋ Ｄｅｎｔａｌ Ｃｌｉｎｉｃ 大津市南郷一丁目４番９号青山ビル１階 令和８年１月４日 

 

 

大津市告示第46号 
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公 告 

教 育 委 員 会 告 示 

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第６条の２第２項第１号の指定小児慢性特定疾病医療機関として指定し

たものについて、同法第19条の19第１号の規定により次のとおり告示する。 

  令和８年３月２日 

大津市長  佐  藤  健  司 

１ 病院又は診療所 

名  称 所 在 地 指定年月日 

大津京ファミリー整形外科 大津市松山町１番24号 令和７年11月１日 

２ 薬局 

名  称 所 在 地 指定年月日 

クスリのアオキ大津京薬局 大津市柳川二丁目５番１号 令和８年３月１日 

 

 

 

大津市教育委員会告示第１号 

大津市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例（平成22年条例第36号）第３条から第６条まで

の規定により、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行わせ、又は行

う手続等を定めたので、大津市教育委員会の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則

（平成22年教育委員会規則第５号）本則の規定によりその例によることとされる大津市長の所管する行政手続等

における情報通信の技術の利用に関する規則（平成22年規則第77号）第３条の規定により告示する。 

  令和８年３月２日 

 大津市教育委員会 

          教育長  島  崎  輝  久 

手続等の名称 根拠となる条例等の名称 条項 適用期日 

ホール等の使用の許可の

申請 

大津市生涯学習センターの管理運営

に関する規則（平成４年教育委員会

規則第２号） 

第７条第１項 令和８年３月２日 

 

 

 

都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和８年２月17日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市別保二丁目８番35号 

 株式会社高栄ホーム 

  代表取締役 北井 博 

開発区域 

大津市穴太一丁目字出口

164番及び上記地先大津市

法定外道路 

開発行為に関する工事の区域 

大津市穴太一丁目字出口

161番１の一部及び同町字

飴屋197番１の一部 

開発区域 

1,692.38㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

32.30㎡ 

 

令和８年

２月13日 

第1778号 

（令和８年２月17日掲示済） 
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都市計画法に基づく開発行為に関する工事完了公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第１項の規定による開発行為に関する工事の完了届に対し、同条

第２項の規定により、次のとおり検査済証を交付した。 

令和８年２月19日 

大津市長  佐  藤  健  司 

開発許可を受けた者の住所・氏名 開発区域の地名・地番 面 積 
検 査 済 証 

交付年月日 番 号 

大津市馬場三丁目16番37号 

 日産プリンス滋賀販売株式会 

 社 

  代表取締役 井上 勝貴 

開発区域 

大津市相模町字石神（646

番１＋同番７）の一部及び

647番２の一部 

開発行為に関する工事の区域 

大津市相模町632番６の一

部及び馬場三丁目634番10

の一部並びに上記地先大津

市道 

開発区域 

1,084.76㎡ 

開発行為に関する

工事の区域 

45.83㎡ 

 

令和８年

２月13日 

第1779号 

（令和８年２月19日掲示済） 


